
開催日時 開催場所 上長与公民館 参加人数 １６人

担当班 1班 出席議員

①

①

①

⑥

① 若干意味が違う

①
委員会で行うが、条例上は本会議
でも実施できることになっている

議 会 対 応 方 針　（案）

　　①回答済　②町長へ　③常任委員会へ
　　④議会運営委員会へ　⑤政策討論会へ
　　⑥議会広聴調査特別委員会　⑦その他

平成２６年１月２９日（水）１９時００分～２０時３２分

平成２５年度議会報告会開催報告書

議会議員政治倫理条例に罰則は、あるのか。 政治倫理条例に罰則はない。条例にある議員政治倫理基
準を遵守し、議会活動に取り組むという条例。

フェイスブックでの情報発信、ユーストリームについてが分
からない。

フェイスブックとは、インターネット上のソーシャルネットワー
キングサービス（SNS）である。アメリカの大学生がインター
ネットで繋がる仕組みを作った。この繋がる仕組みが全世
界に広がっている。その仕組みの名称。
ユーストリームとは、アメリカで設立された無料で動画を配
信できるサービス。（町議会では）本会議の映像配信を行っ
ている。

参考人制度の活用で、発言の場を設けるというのは、議会
で傍聴者が発言できるという意味なのか。

参考人の発言とは、請願や陳情があった場合、基本的に
は各常任委員会で請願や陳情の趣旨について説明をして
もらい、委員が質問をさせていただくことをいう。本会議中
に委員会の日程が決まるので、事前に日程を通知する。

山口経正（議長）、佐藤昇、安部都、分部和弘、河野龍二、内村博法、森謙二、西岡克之、金子恵、竹中悟

質疑・意見・要望の要旨 回答要旨

議会基本条例は今までなかったのか。条例なしで議会運営
ができたのか。

今まではなかったが、会議規則、委員会条例、運営の申し
合わせ事項などがあり、これらに従って議会運営をしてき
た。今回さらに、議会改革事項も盛り込んで議会基本条例
を定め明文化した。今後も適正に運営していく。

「議員が、議論を深める議会」とは、本会議の中で議員間で
議論を深めるのか。

基本条例第５章１１条「自由討議の充実」のとおり本会議で
もできる。自由討議をする場合にはルールがあり、自由討
議をしたい議員がいる場合は、議長が諮って決定する。委
員会でも同じようなルールで自由討議を行う。

（議会基本条例を）制定した理由は何か。 議会改革を進めるため、議長諮問で、3年前に議会改革調
査特別委員会を設置した。改革するためには、基本条例を
備えた上で改革案を盛り込み、パブリックコメント、有識者
や町民の皆様の話も聞き、合意の上作成した。
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①

①

①
④

①
④

「執行機関と切磋琢磨する議会」では執行機関に反問する
機会を付与するとあるが、今までもあったかと思うが。

これまで一般質問では、一方的に議員が質問して答弁する
形で、執行側から反問はできなかったが、今回、行政側か
ら質問の根拠や背景を尋ねられるようにした。委員会審査
においても同様。議員は、よく理解して質問しなければなら
ない。議員の資質を高めるための反問権の付与とご理解
いただきたい。

ここ1年ぐらい議会を身近にしようという努力がなされてい
る。議会報告会だから、１2月議会の具体的報告をされると
思っていた。今後は、一般質問等を具体的に報告されるの
か。また、一般質問はどのように考えられているのか。

同じ質問がたくさんある時があるが、調整できないのか。

・一般質問のスタイルは一人ひとり違う。いろんな問題を議
員が収集し、それぞれのパターンで調査し、質問する。
・支援者等の意見を聞いてその中で重要なものを質問して
いる。地域の問題等を網羅して代弁者として質問する。

・議長が、整理をするが、多方面から聞く必要があるので同
じ質問が出てくる可能性もある。
・同じ内容の質問があったときは、議長から切り口が違うよ
うに質問をするように言っている。質問議員の思いが違うの
で、同じ項目でも切り口が違うということで、許可している。
・議会の大きいところ、県、国会は、代表質問をする。小さ
い地方議会では、一般質問は、個々の議員が、支援者の
意見を取り入れて質問する。会派があれば重複はあり得な
いが、個々の議員の信念に基づいて行われるので、どうし
ても類似したものが出てくる。

議員は、あらかじめ質問を出されると思う。そこで同じ意見
はまとめて代表がやればよいのではないか。

・会派もなく、個々の選挙をやっており、これは選挙にも繋
がっている。一般質問は議会体としてするわけではなく、議
員個人がするもの。しかし会派制にするのも逆にどうかとも
思う。
・同じ題名でも、違う質問の仕方もある。同じ回答がくる場
合もあるが、それから先は議員それぞれ努力してやってい
る部分もある。
・一般質問の流れは、議会開会の約１週間前に議会運営
委員会を開く。その３日前が、一般質問通告書の締切と
なっている。その前の１か月くらいは再質問の検討をした
り、自分で組み立てている。第１質問で重なっても再質問は
違う方向でいくなどもある。
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①

①

⑦ 議長へ

⑥

⑥

①
⑥

一般質問はパフォーマンスと考えられているのか。 ・議員の個々の考え方だと思う。自分の信念と理念を通し
て質問している。それぞれ、資質、レベルも違う。
・私たちは、議員必携で勉強をしてきた。研修では「一般質
問は、議員にとってのひのき舞台であり、住民の皆さんの
意見を反映して、自分なりにまとめて町長に政策的なことで
ぶつけていってください」と伺った。町民の声、自分の考え
方を政策として町長に問いかけるということが一般質問。

個人的な議会報告を聞いた時、わかりやすく興味を持っ
た。長与町の財源はこれだけです。借金はこれだけです。
議員はこれだけですというようなお金の話。それから図書
館のように今話題になっているようなものをピックアップして
住民と対話できるのではないか。

議員の個人報告会もある。議会報告会は議会体としての
報告会なので、議員個人の個人プレーは出来ない。共通認
識を持ってやってることをご理解いただきたい。議長から予
算と決算のことを例として説明したが、テーマを絞ってやる
のもいいと思う。今回は初めてだったので、まず議会のしく
みをわかっていただこうという趣旨でご理解いただきたい。
今後十分検討していきたい。

ある人の主張を伝える場ではなく、議会として説明会をして
住民のレベルを上げていくという目的だと思う。○○さんが
言ったようにすれば住民も集まると思うが、回答があったよ
うにできないと思う。意見が分かれる予算について報告す
るとなると討論会のようになるのではないか。

住民ともっと対話できるようであれば、要望を聞いて、そこ
に決定権があるわけではないので、決定したものを報告し
てもらって、住民の意向を皆さんで共有してもらえばよいの
ではないか。

議会だよりは、自治会に入ってない世帯にも配っているの
か。

自治会を通して配付している。その他は各公共施設、役場
に設置し自由にとれるようにしているが全世帯には配布し
ていない。

質問の内容がわからない議員がいる。質問の内容が明確
であるように議長から止めてもらいたい。

国会報告会から考えると、誰が報告するかで内容が違って
くる。今回は初回であり、議会について説明があったが、考
え方が違う議員でどのような形で報告会を開催していくの
か。

町民の皆さんが何を聞きたいかで決まってくる。年２回でき
ない年もあるので、条例では年１回以上と規定しているが、
３月の予算の議決後、９月の決算認定後の年２回開催の
議論をしている。３月議会で報告会を担当する組織を作る
予定。

テーマによって違う。商業施設や公共施設の現状の報告、
今後の聞いている予定、それに対してご意見を拝聴して、
町に届ける。報告会だけれども、勉強会、意見交換会とし
ても位置付けている。
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①
防災無線での放送を議員に要請す
ればできるのかとの質問

⑥

⑥

以前、議員を通して役場に行ったことがある。コミュニティで
ウォーキング大会をしたとき、天気が悪くなった。休止のと
きの放送をお願いしたが、一地区のことでは放送できませ
んと言われた。議員にお願いすることができるか。

・個人的なことではなく、自治会でみんなが困っている、コ
ミュニティの総意であれば同行してお願いすることはでき
る。
・請願陳情の場合はフォームがあり文章で出していただく。
文章を見て分かる場合は来ていただかなくていいのです
が、どうしても説明をしたい、来てもらわないとよく分からな
い場合は、委員会に来てもらう。１月に出しても次の議会３
月なので、タイムラグがある。

報告会の参加者が少ない。町を変えるのは町民の力。次
回は友達を誘って３０人くらい来てほしい。議員個人の報告
会と勘違いしている人がいる。冬場は寒く、インフルエンザ
も流行っている。
次回は、時期を考え、自治会長会などに代表が行って事前
に説明し、自治会でもPRしてもらうなど、議会としてももっと
工夫をしてほしい。

広報ながよや議会だよりにも載っていた。自治会から流さ
なくても皆さんもっと出てきてくれると思っていたが、これだ
け民意が低くて申し訳なく思っている。
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